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○ 一種※１・二種指定設備設置者※２又はその特定関係法人※３（グループ会社）が、グループ外の大規模事業者

（特定電気通信設備の設置者）と合併や株式取得等を行った場合、その一種・二種指定設備設置者に対し、

電気通信事業の登録の更新を義務付ける。（法第１２条の２）

３か月
以内

一種・二種指定設備設置
者又はその特定関係法人
（グループ会社）が、

合併・分割

事業譲渡

株式取得

一種・二種指定設備設置
者による

更新申請

総務省の審査

・経理的基礎

・体制の整備

・電気通信の健全な発達

・登録の更新

・条件の付与

・更新拒否

等により、グループ外の大規模

事業者（特定電気通信設備を設置

する者）を吸収等する場合※

制度の概要
※１ 固定通信市場において、アクセス回線シェアが５０％を超える電気通信事業者： ＮＴＴ東西

※２ 移動通信市場において、端末シェアが１０％を超える電気通信事業者： ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー、ソフトバンク

※３ 自己の「親会社」「子会社」「兄弟会社」「その他政令で定める特殊の関係にある法人」（法第12条の２第４項、令第１条、規則第４条の２の２）

※ 新たに一種・二種指定設備設置
者となる場合も、登録の更新義務
が発生
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電気通信事業の登録の更新制について

（平成27年電気通信事業法改正により新設。平成28年５月21日施行）



指定設備
設置者Ａ

指定設備
設置者Ａ

特定設備
設置者Ｂ

合併・分割
事業譲渡

非電気通信
事業者Ｂ全部の譲渡・承継

の場合

指定設備
設置者Ａ

指定設備
設置者Ａ

特定設備
設置者Ｂ

特定設備
設置者Ｂ

※２

登録更新

Aのグループ
に編入※１

電気通信事業の
全部又は一部
の譲渡・承継

※１ 株式取得による子会社化等
※２ 特定設備設置者Ｂが指定設備設置者の場合は、Ｂも登録更新の対象

ケース①
指定設備設置者による合併等（吸収合併等）

ケース②
指定設備設置者による株式取得に伴うもの

登録更新

指定設備設置者
（上記Ａ）

固定系（一種指定設備設置者）･･･加入者回線シェアが５０％を超える電気通信事業者（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本（２社））
移動系（二種指定設備設置者）･･･端末シェアが１０％を超える電気通信事業者（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー、ソフトバンク（４社））

特定設備設置者
（上記Ｂ）

固定系･･･ ①一種指定設備設置者（２社）、 ②加入者回線シェアが1０％を超える電気通信事業者（７社）
移動系･･･ ③二種指定設備設置者（４社）、 ④端末シェアが３％を超える電気通信事業者（２社）

※３ 特定設備設置者Ｃが指定設備設置者となる場合は、Ｃも登録更新の対象

ケース③
指定設備設置者のグループ会社による合併等

Ａのグループ
（特定関係法人）

特定設備
設置者Ｂ

合併・分割
事業譲渡

全部の譲渡・承継
の場合

電気通信事業の
全部又は一部の

譲渡・承継

法人
Ｃ

指定設備
設置者Ａ

Ａのグループ
（特定関係法人）

指定設備
設置者Ａ

特定設備
設置者Ｃ

※３

登録更新

非電気通信
事業者Ｂ

（すでに同一グループ内にある会社の合併、分割、事業譲渡や株式取得は、登録の更新の対象外）

Ｂを自グループ
に編入※１
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登録の更新が必要となる主な事例（イメージ）



地理的区域 閾 値

都道府県 加入者回線シェア：１０％超

4

現在の特定電気通信設備の指定対象

地理的区域 閾 値

業務区域 端末シェア：３％超

○電気通信事業法施行規則（第４条の３第１項）指定基準

○平成２８年総務省告示第１０４号対象事業者

○電気通信事業法施行規則（第４条の４第２項）指定基準

○平成２８年総務省告示第１０５号対象事業者

（1）固定通信 一種指定設備に加えて、以下を「特定電気通信設備」として指定

（2）移動通信 二種指定設備に加えて、以下を「特定電気通信設備」として指定

（７社）

（２社） UQコミュニケーションズ、ワイヤレスシティプランニング（ＷＣＰ）

単位指定区域 電気通信事業者

岐阜県 ①中部テレコミュニケーション

愛知県 ①中部テレコミュニケーション

滋賀県 ②ケイ・オプティコム

京都府 ②ケイ・オプティコム

大阪府
③ジェイコムウエスト

②ケイ・オプティコム

兵庫県
②ケイ・オプティコム

③ジェイコムウエスト

単位指定区域 電気通信事業者

奈良県
④近鉄ケーブルネットワーク

②ケイ・オプティコム

和歌山県 ②ケイ・オプティコム

香川県 ⑤STNet

福岡県 ⑥ジェイコム九州

沖縄県 ⑦沖縄通信ネットワーク

固定端末系伝送路設備、ルータ等交換等設備、伝送路設備、公衆電話機及びこれに付随する設備 等対象設備

交換設備、交換設備相互間に設置される伝送路設備、携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局 等対象設備
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単位指定区域 電気通信事業者
シェア

前々回(Ｈ２６年度末) 前回(Ｈ２７年度末) 今回（Ｈ２８年度末）

委員限り（1）固定通信

加入者回線シェア／端末シェアの推移

電気通信事業者
シェア

前々回
(Ｈ２５年度末とＨ２６年度末の平均)

前回
(Ｈ２６年度末とＨ２７年度末の平均)

今回
(Ｈ２７年度末とＨ２８年度末の平均)

（２）移動通信 委員限り
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「諮問を要しない軽微な事項について」の改正

法第12条の２第４項第２号ロ又はニの規定による「特定電気通信設備」の指定は、法第169条第２号の規定
に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会の必要的諮問事項とされているが、このうち、以下のものにつ
いては、諮問を要しない軽微な事項としたい。
（施行期日は、電気通信事業部会において改正を決定した日とする。）

加入者回線シェア／端末シェアは、電気通信事業者からの毎年度の報告（電気通信事業報告
規則第３条）により算出。

→ これまで、指定基準を超えた場合には、「特定電気通信設備」として指定しており、今後も毎
年度の報告による同様の指定を行う見込みであるため。

◆ 毎年度の報告により、指定基準（固定：加入者回線シェア10％／移動：端末シェア３％）を超えたこと
による指定

「特定電気通信設備」の指定の対象となる電気通信設備は、一種指定設備（法第33条第１項）
又は二種指定設備（法第34条第１項）を踏襲。

→ 一種指定設備又は二種指定設備の指定を行う場合には、今後も同様に同種の指定を行う
見込みであるため。

◆ 一種指定設備／二種指定設備の指定と同種の「特定電気通信設備」の指定



○

諮
問
を
要
し
な
い
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
電
気
通
信
事
業
部
会
決

定
第
五
号
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

審
議
会
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

審
議
会
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で

た
だ
し
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ

あ
っ
て
も
、
重
要
又
は
異
例
な
事
案
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
も
、
重
要
又
は
異
例
な
事
案
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
又
は
ニ
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

電
気
通
信
設
備
の
指
定
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
電
気
通
信
事
業

者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
の
指
定

イ

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令

第
四
十
六
号
。
以
下
「
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置

状
況
に
係
る
報
告
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合
が
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号

。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
た
場
合

ロ

報
告
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
伝
送
路
設
備

の
一
端
と
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
に
係
る

報
告
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
割
合
が
施
行
規
則
第
四
条
の
四

第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
た
場
合

２

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気

通
信
設
備
と
同
種
の
電
気
通
信
設
備
の
指
定

イ

法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項

ロ

法
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
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九
の
二
第
一
項

二

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
料
金
指
数
の
設

一

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
料
金
指
数
の
設

定
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
施
行
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項

定
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭

の
規
定
に
よ
る
生
産
性
向
上
見
込
率
を
新
た
に
算
定
し
な
い
も

和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
産
性
向
上
見
込
率

を
新
た
に
算
定
し
な
い
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。

１

施
行
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
者

１

規
則
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
者
物
価
指

物
価
指
数
変
動
率
と
し
て
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
暦
年

数
変
動
率
と
し
て
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
暦
年
に
お
け

に
お
け
る
消
費
者
物
価
指
数
変
動
率
を
用
い
る
も
の

る
消
費
者
物
価
指
数
変
動
率
を
用
い
る
も
の

２

施
行
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
生
的

２

規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
生
的
要
因

要
因
を
用
い
る
も
の

を
用
い
る
も
の

三

法
第
三
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は

二

法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は

改
廃
の
う
ち
、
勘
定
科
目
の
分
類
そ
の
他
会
計
に
関
す
る
手
続

改
廃
の
う
ち
、
勘
定
科
目
の
分
類
そ
の
他
会
計
に
関
す
る
手
続

を
定
め
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃
（
法
第
二
十
四
条
の
規

を
定
め
る
総
務
省
令
の
制
定
又
は
改
廃
（
法
第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
総
務
省
令
と
異
な
る
勘
定
科
目
の
分
類
そ
の
他
会
計

定
に
よ
る
総
務
省
令
と
異
な
る
勘
定
科
目
の
分
類
そ
の
他
会
計

に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）

に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）

四

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
設
定
又

三

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
設
定
又

は
変
更
の
認
可
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

は
変
更
の
認
可
に
関
す
る
事
案
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業

１

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業

者
の
別
を
設
定
又
は
変
更
す
る
も
の

者
の
別
を
設
定
又
は
変
更
す
る
も
の

２

接
続
料
の
適
用
対
象
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
を
変
更
す

２

接
続
料
の
適
用
対
象
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
を
変
更
す

る
も
の

る
も
の

３

接
続
料
及
び
接
続
の
条
件
を
変
更
し
な
い
規
定
の
整
備

３

接
続
料
及
び
接
続
の
条
件
を
変
更
し
な
い
規
定
の
整
備

五

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提

四

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提

供
の
効
率
化
が
相
当
程
度
図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
機
能
に
関

供
の
効
率
化
が
相
当
程
度
図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
機
能
に
関

す
る
事
案
の
う
ち
、
当
該
機
能
に
関
す
る
資
産
及
び
費
用
の
整

す
る
事
案
の
う
ち
、
当
該
機
能
に
関
す
る
資
産
及
び
費
用
の
整

理
（
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
に
用
い
る
数
値
及
び
費
用
算
定

理
（
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
に
用
い
る
数
値
及
び
費
用
算
定

に
用
い
る
数
値
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の

に
用
い
る
数
値
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
も
の

六

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
が
軽
微
な
事
項

五

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
が
軽
微
な
事
項

と
し
て
個
別
に
認
定
し
た
も
の

と
し
て
個
別
に
認
定
し
た
も
の
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